
ゆき さん

福祉と医療・現場と政策をつなぐ「えにし」ネット
志の縁結び係&小間使い

朝日新聞科学部記者⇒論説委員⇒阪大大学院ボランティア人間科学講座
⇒国際医療福祉大学大学院 医療福祉ジャーナリズム分野

認知症とともに、このまち、世田谷で
～誇り・味方・居場所～

居場所

味方 誇りと希望

認知症をめぐる日本の５つの常識 ⇒実は、誤解
★アタマを使っていればボケない⇒アタマを使ったお２人も

★早期治療が大切⇒多くは、「治療」よりケアと環境が大切
★徘徊・暴力・弄便などの不可解な行動⇒了解可能な心の叫び
★精神病院もやむをえない⇒日本だけの「世界の非常識」
★身体拘束は必要悪⇒日本だけの「世界の非常識」
★認知症になったら何も分からなくなる

⇒「認知症とともに生きる希望宣言」を本人たちが



認知症希望大使任命式、そして、フロアからも。。



認知症当事者ネットワークみやぎ代表理事 丹野智文さん（希望大使のおひとり）の
国連への訴え（抜粹）

気がついた時には仲間が精神病院に入れられていました。私は会いに行ってみました。

認知症の症状がよくなる為に入ったと思っていたのに、誰もよくなっておらず、反対に症
状が悪化していたのです。
表情も無表情になり、すべてをあきらめているようでした。
ここから出たい、家に帰りたい、とみんなが話をするのです。

たくさんの当事者と話をしてきて気づいたことは、診断直後のサポートの仕方がおかしい
のだと思いました。

当事者への支援がぜんぜんなく、家族への「重度になってからの話」だけなのです。
だから家族は混乱してしまい、当事者の行動を制限してしまうのです。

もちろん家族にもサポートが必要ですが、「家族の困りごと」を解決することではなく、当
事者の暮らしをよくすることが中心であってほしいと思います。

今までの家族の支援は、「大変でしたね」「辛いですよね」と同調する人達が多く、そうす
ると当事者は「大変な人」となり、「守らなければならない人」となっていたのだと思います。

私が求めているのは、当事者が1人でも笑顔になってもらうことです。
当事者が諦めなくてもよい環境や社会ができるように私は願っています。

日本精神科病院科協会会長
30万床を認知症ＢＰＳＤのために

ＮＨＫ・クローズアップ現代

丹野さんが嘆く背景に



人口１０００人あたりの精神病床
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国際常識の対極にあるもの
日本の人口は世界の２％

精神科ベッドは世界の２０％

精神病院平均在院日数ＯＥＣＤ
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編み出された経営戦略

精神病院収入の９割は入院料収入。入院患者数が経営の明
暗を決めます。94％～90％では「黄色信号」、80％台に入ると
「赤信号」が灯り、数年間放置すると倒産の危機に陥ります。
100％台の時代は1986年に終り、2006年後半からは80％台
に。病床利用率が70％になると病院の経営は成り立ちません。

そこで、認知症の人たちを精神科病院に招き入れるため
1988年に「老人性痴呆疾患専門治療病棟」、
1991年に「老人性痴呆疾患療養病棟」の制度が創設されまし
た。
他の先進諸国同様に認知症の人を精神病院に入院させないと
６４.７％になり、経営は成り立たなくなります。

氏家憲章氏 みんなねっと
(全国精神保健福祉会連合会機関誌） 2016.10月号



思い出の家具に囲ま
れたケアつきハウス

（デンマーク）
と

家に帰りたいと
歩き続ける回廊式

（日本）
と

デメンシァと呼ばれる人々の
異常な行動は
異常な環境と
異常にケアへの
正常な反応です

クリスティン・ブライデンさん
（オーストラリア）

博士課程院生・藤原瑠美さんのスライドから

研究の背景 その１
スウェーデンでは認知症の人が

認知症にはみえない。その理由をつきとめたい
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研究方法・その２

認知症ケアの歴史をたどる。
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70年代末まで、ルンドの精神病院に認知症の人
縛られている人も。82年に改革

• 日本でも自治体の認知症条例
2020年10月時点 10自治体

• 兵庫県神戸市

• 愛知県大府市

• 愛知県設楽町

• 愛知県

• 和歌山県御坊市

• 島根県浜田市

• 愛知県名古屋市

• 愛知県知多市

• 滋賀県草津市

• 東京都世田谷区

・多くの自治体が、事故賠償の肩代
わりに象徴される「事後的対応」

・施策に関する条項を見ると、「～
について必要な施策を実施する。」
「～に関すること。」などの抽象的な
表現になっていて、具体的な施策
は記載されていない。

・条例によっては、施策の条項が無
いものがある。

条例策定に本人参加がないものが
ほとんど。



世田谷区 認知症とともに生きる希望条例案 2019.8.28
【条例の基本的方向性】

自治体の条例の多くは、事故賠償の肩代わりに象徴される「事件後の対応」に
留まっており、「事件や事故を未然に防げる地域社会を作る」という本質的課題
の実現を目指してはいない。

人々の心の中に蔓延する悲観的な認知症観も「事後的対応」に終始する医療・
介護等の仕組みの中でつくられたイメージだと言わざるを得ない。

国際的にはProactive（後手に回らず、先手勝負）という言葉が認知症政策の

キーワードとなっている。これは、「いわゆる予防」とは異なる概念である。タイミ
ングを逸した事後的対応によって希望を見失うのではなく、その事件の上流にあ
る本質的課題に先制的に取り組み、希望を見出していくという意味である。

世田谷区の条例では、「本質的課題に先制的に取り組み、希望を見出していく
地域（proactive community）」の実現を本気で目指し、事後的対応の積み上げ
の中で生れてきた悲観を、認知症の人と住民との協働創造（co-production）に
よって打破すること、を理念として掲げる必要がある。
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母９５歳

認知症
要介護４

かかりつけ医

かかりつけ薬剤師

訪問看護師

ケアマネージャー

ヘルパー

娘・孫・弟
姪・姪の子・息子・
息子の妻・曽孫

専門医

在宅療養支援診療所

大学病院血液内科
（悪性リンパ腫）

行政
介護認定
おむつ

わが母の地域包括ケア

歯科医師・歯科衛生士

リンパドレナージ
＋ドイツリート

商店街のみなさん

美容院
和食・中華・イタリアン
フレンチ・鰻・さぬきうどん

花屋さん・スーパー
ブティック

福祉用具相談専門員

世田谷区下馬で
同じ日の母




